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着 任 の ご 挨 拶

八王子労働基準監督署町田支署

支 署 長

新型コロナウィルス感染症の収束はいまだに予測できない状況にあり、国際情勢も不安定

な中ではありますが、会員の皆様には引き続きのご理解とご協力をお願い申し上げます。

最後に貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝、ご繁栄を心から祈念申し上げ、着任

の挨拶とさせていただきます。

長久保 明子

この度4月1日付けの人事異動により町田支署長に着任いたしました長久保と申します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

町田労働基準協会と会員の皆様には、日頃より労働基準行政につきまして、格別のご理

解とご協力をいただいておりますことに厚く御礼申し上げます。

私は、平成9年より東京労働基準局（当時）に配属となり、以降局内の監督署や労働局に勤

務してまいりました。町田支署の勤務は初めてとなりますので、皆様にいろいろとお教え

いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

東京労働局では、今年度の取り組むべき重点課題として、①改正労基法等に基づく長時間

労働の抑制及び過重労働による健康障害防止、②中小企業及び時間外労働上限規制適用猶

予業種を中心とする改正労基法等の周知及び支援並びに新しい働き方に対応した労務管理

の導入支援、③死亡災害の撲滅と死傷者数の減少を目指した対策の推進、④石綿ばく露防

止対策の推進、⑤迅速かつ公正な労災保険の給付、を掲げております。①、②につきまし

ては、働き方改革を推進していくにあたっての従来からの大きな課題です。新型コロナ

ウィルス感染症への対応を契機として広がりつつあるテレワークなどの新たな働き方に対

応した適切な労務管理と健康管理に向けた支援も重要と考えております。③につきまして

は、今年度は第13次東京労働局労働災害防止計画の最終年度であり、当初目標の平成29年

に比較して労働災害による死亡者数の15％以上減少、死傷者数の５％以上減少を達成すべ

きところ、町田支署においては、前年より死傷者数が増加しており、労働災害防止への更

なる取組が必要となっております。④は引き続き増加すると予想される建築物等の解体等

における石綿ばく露防止などになります。⑤につきましても新型コロナウィルス感染症に

係る労災請求も増加しているところ、引き続き努めてまいります。
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所  長

厚生労働省におきましては、事業継続や雇用維持のための各種支援策が取り組まれてお

り、特に雇用調整助成金については、解雇等を行わない雇用を維持する企業に対して、正

規、非正規に関わらず助成率が上乗せとなる特例措置期間を延長しております。東京労働

局におきましては、労働基準、職業安定、雇用環境・均等、人材開発における雇用・労働

施策を総合的、一体的に運営し地域の総合労働行政機関としての役割を果たせるよう取り

組んでおります。

最後になりますが、町田労働基準協会並びに会員の皆様には、これらの取組にご理解、ご

協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げるとともに、貴協会の益々のご発展と会員の

皆様のご健勝を心から祈念申し上げ、着任のご挨拶とさせていただきます。

町 田 公 共 職 業 安 定所

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は雇用に大きな影響を与えており、雇用の安

定と就業の促進が引き続きの課題となっております。

また、ハローワーク町田におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

イベントの中止や延期など「密」をさけながら行政サービスの提供を行って参りました。

窓口での対面による支援を行う一方、インターネットによる求職活動が増加する状況を

踏まえオンラインによるサービス機能を活用し、「来所によらないサービス」の提供も

行っております。今後も利用者のニーズに応え、必要な感染防止策を徹底した上で参集型

の各種イベントを実施するなど、雇用のセーフティネットとしての機能を果たせるよう取

り組んで参りたいと考えております。

着 任 の ご 挨 拶

佐 々 木 暢

４月１日付け町田公共職業安定所長に着任いたしました佐々木と申します。

町田労働基準協会並びに会員の皆様には、日頃から職業安定行政の業務運営につきまし

て、ご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

私は、神奈川労働局からの人事交流により大和公共職業安定所から異動して参りました。

どうぞ宜しくお願いいたします。
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東京労働局労働基準部監督課

主任地方労働基準監察監督官

町田支署での在任期間は１年間と短い期間でしたが、学生時代を過ごした街に約３０年ぶ

りに戻ったこともあり、街並みの大きな変化に驚くとともに、有意義かつ大変感慨深いものと

なりました。

皆様には引き続き町田支署の労働基準行政の推進につきまして、今までと変わらぬ御支

援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりますが、1日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、貴会の益々の御発展、

会員の皆様の御健勝、御繁栄を心から祈念申し上げ、離任の挨拶とさせていただきます。

さらに町田支署だけではなく、東京労働局管内全体としても死傷災害が増加し、特に建設

業における死亡災害は大幅な増加となってしまいました。

このため、東京労働局としては、本年度が「第13次東京労働局労働災害防止計画」の最終

年度であり、目標値である「平成29年比死傷災害５％以上減、死亡災害15％以上減」を達

成するため、コロナ禍による影響を受けて一部停滞していた安全衛生活動をさらに活性化

させるなど、これまで以上に力を入れて労働災害防止に努めてまいりますので、町田労働

基準協会及び会員の皆様には、引き続きご協力を賜りますようお願いいたします。

離 任 の ご 挨 拶

町田労働基準協会及び会員の皆様には、日頃から当支署が推進する労働基準行政につ

きまして、格別のご理解とご協力をいただいておりますことに厚く御礼申し上げます。

この度、私事ですが、4月1日付けで東京労働局労働基準部監督課に異動致しました。

昨年4月1日に八王子労働基準監督署町田支署に着任してからの1年間、皆様には町田

支署の労働基準行政の推進につきまして、多大なるご支援をいただき、誠にありがとうござ

いました。この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

コロナ禍により社会活動が影響を大きく受けている中、町田支署に着任し、これまでと同様

に長時間労働の抑制や中小企業に対する改正労基法等の周知支援に取り組むとともに、

新型コロナウイルス感染症対策にも力を入れてまいりました。

また、令和３年度は「第13次東京労働局労働災害防止計画」（５か年計画）の４年目に当た

り、本計画に基づき、町田支署においても死傷災害の減少を目指して様々な取組を進め

てまいりましたが、残念ながら労働災害は大きく増加する結果となってしまいました。

若 山 匡 秀
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所  長

加えて、来所頂かなくてもサービスが提供できるよう、電話やオンラインでのサービス提供

を拡充するほか、可能な限り郵送での手続きに切り替えるなど、安心してハローワークをご

利用いただけるように取り組んでまいりました。

今後ともハローワーク主催の各種イベントの中止や延期など、感染から皆様を守ることを

第一に考え、引き続き状況を見ながら対応してまいりますので、御理解・御協力をお願い

申し上げます。

末筆になりますが、貴会の益々のご発展と会員の皆様の御健勝、御繁栄を心から祈念申

し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。

特に、雇用調整助成金等による失業を予防するための特別措置が開始され、令和２年５

月のゴールデンウイーク中に、ハローワーク町田を含めた各ハローワークで休日特別相談

窓口を開設し、事業主からの相談に対応するなどの取組を始めとする各種取組について、

この２年間積極的にコロナ過により影響を受けた事業主支援等に取り組んでまいりました。

また、令和２年８月２４日からは町田駅近くに森野ビル庁舎を開設し、求職者向けのサー

ビスを集約して移転するほか、事務室が狭くご迷惑をお掛けしていた分室を廃止し、本庁

舎をレイアウト変更するとともに、事業主向けの窓口を集約し充実を図りました。

このように、新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言という過去に例を

見ない状況下ではありましたが、業務改善を図るための取組を進めてまいりました。

さらに、ハローワークご利用の皆様への感染防止を徹底するため、各庁舎入り口へのア

ルコール消毒液の設置や体温測定装置を設置するほか、各窓口への飛沫飛散防止用の

シートやパネルの設置などを充実するなどの取組を進めてまいりました。

離 任 の ご 挨 拶

町田労働基準協会並びに会員の皆様には、日頃から職業安定行政の業務運営につき

まして、ご理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　私事ですが、4月1日付け人事異動により八王子公共職業安定所長に異動致しました。

特に、令和２年の総会に於いて、町田労働基準協会に雇用部会を設置するとともに、町

田職業協会の事業を引き継いでいただくなどの大きな事業改革にも取り組んでいただき、

重ねて御礼申し上げます。

振り返りますと、令和２年４月７日には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく最

初の緊急事態宣言が発令され、感染状況に対応した各種取組が開始されました。

八王子公共職業安定所

降 幡 勇 一

令和２年４月１日に、町田公共職業安定所に着任してからの２年間、皆様には多大なるご

支援とご協力を賜り、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。
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◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

※

転 出 者 は 以 下 の ７ 名 で す 。 （ ） 内 は 転 出 先 。

支 署 長

山 田 竜

山本 高一郎

（ 渋 谷 労 働 基 準 監 督 署 ）

（ 厚 生 労 働 省 本 省 ）

山 内 恵

（ モ ト キ　　ク レ ハ ）

氏 名 前 の ◇ は 、 転 入 者 で す 。

元 木 紅 葉

二 宮 耕 治

事 務 官

補 償 課 長

（ 立 川 労 働 基 準 監 督 署 ）

（ 東 京 労 働 局 総 務 部 総 務 課 ）

労 災 課

課 長 中 池 珠 美

（ 渋 谷 労 働 基 準 監 督 署 ）

若 山 匡 秀

佐々木 孝洋

（ 東 京 労 働 局 労 働 基 準 部 監 督 課 ）

補 償 課 長

労 災 課

課 長 秋 吉 正 樹 （アキヨシ マサキ ）

（ モリナカ　 ジュンコ ）森 中 淳 子労災認定調査官

監 督 ・ 安 衛 課

安全専門官 （ 三 鷹 労 働 基 準 監 督 署 ）

監 督 官

監 督 官

監 督 官 柴 山 七 海

監 督 官 （ チ バ ユ ウ マ ）

安全専門官 吉 増 純 （ ヨシマス ジュン ）

監 督 官 大 橋 優 太 （オオハシ ユウタ ）

（ シバヤマ ナナミ ）

千 葉 優 馬

課 長 安 原 恵 子 （ ヤスハラ ケイコ ）

令和４年４月１日付、東京労働局の人事異動により、八王子労働基準監督署町田支署においても

異動がありました。新たな体制は以下のとおりです。

支 署 長 長久保 明子 （ナガクボ アキコ ）

監 督 ・ 安 衛 課
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※

◇

◆

◇

◇

令和４年４月１日付、東京労働局の人事異動により、町田公共職業安定所においても幹部職員の

異動がありました。新たな体制は以下のとおりです。

（ サ サ キ ト オ ル ）

（ タ ケ ヌ マ リ カ ）

（ タ ケ ウ チ タ カ オ ）

阿 部 孝 幸

（ 八 王 子 公 共 職 業 安 定 所 ）

（キミナミ ヒデヤス）

（ 飯 田 橋 公 共 職 業 安 定 所 ）

氏名前の◇は転入者、◆は所内異動です。

所 長 佐 々 木 暢

次 長 君 波 英 保

庶 務 課 長 今 野 ゆ か り （ コ ン ノ ユ カ リ ）

雇用保険課長 山 田 忠 義 （ ヤ マ ダ タ ダ ヨ シ ）

職業相談部門統括 成 田 法 正 （ ナ リ タ ノ リ マ サ ）

専門援助部門統括 武 沼 理 佳

事 業 所 部 門 統 括 竹 内 隆 夫

加 藤 哲

職業相談部門統括

転 出 者 は 以 下 の ２ 名 で す 。 （ ） 内 は 転 出 先 。

雇 用 指 導 官

降 幡 勇 一

（ サ サ キ ト オ ル ）

産 業 雇 用 情 報 官 岡 松 隆 志 （ オ カ マ ツ タ カ シ ）

所 長
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◎

◎

◎

令和４年　６月１７日（金）　 １４：００～

町田商工会議所　２F　会議室

※ 詳細は同封の案内をご覧ください。

◎

コロナ過の影響により２年間途絶えておりました「安全週間説明会」を今年度は開催の

運びとなりました。

関連企業やお知り合いの事業所、またはご近所の事業所等で当協会へ未加入の事業所が

ありましたら、入会をお勧めくださいますようお願い申し上げます。

詳細につきましては、「町田労働基準協会」事務局植田（☎７２１－２２７７）までお問い合わせ

ください。

当協会では現在会員増強運動を実施しております。会員事業所は業種、規模（従業員数）等

については一切問いません。

◎ 会 員 増 強 運 動 の お 願 い

理事会、定期総会等の開催について

令和４年度定期総会およびそれに先立つ理事会等々の開催につきましては、６月２３日

（木）の開催を前提として、目下詳細を検討中です。詳細が固まり次第、会員の皆様には

速やかにお知らせいたしますので、お待ち下さいますようお願い申し上げます。

日 時

場 所

町 田 安 全 標 語 の 募 集 に つ い て

協会恒例行事の「町田安全標語」を募集中いたします。職場の安全意識の高揚と安全活

動の定着、事業場の安全活動の促進を図る内容で、一人２作品以内でお願いします。詳

しくは同封の募集案内をご覧ください。締切は７月２７日（水）です。

事 務 局 便 り

令 和 ４ 年 度 年 会 費 納 入 の ご 案 内

安 全 週 間 説 明 会 の 開 催 に つ い て

「令和４年度年会費納入のご依頼について」のご案内を、４月１３日付で送らせていただ

きました。ご案内には記載してませんでしたが、納入期日は６月末日となっておりますの

で、なにとぞ宜しくお願い申し上げます。
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